
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

白子町商工会（法人番号 2040005010773） 

白子町（地方公共団体コード 124249） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

対話と傾聴を通じて小規模事業者の課題を設定し、事業計画策定支援等を通じて

課題を自立的に解決することによる経営力強化 

情報発信支援等による新たな需要の開拓 

観光資源・地域資源を活用した小規模事業者の持続的発展による地域経済の活性

化と雇用の確保 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

国のビッグデータ（ＲＥＳＡＳ）を活用して地域経済の現状や人の動き等を調査

するとともに、地域における消費実態を明らかにするため、地域消費動向調査を

実施する。 

2. 需要動向調査に関すること 

商品改良等に向けて消費者ニーズ調査を実施するとともに、各種統計データ等を

活用して市場動向等に関する情報提供を実施する。 

3. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の本質的課題を自ら見出し、それを理解し納得したうえで、経営問

診票（千葉県独自の経営分析システム）等様々なツールを活用して小規模事業者

がともに経営分析を実施する。 

4. 事業計画の策定支援 

ＤＸ推進セミナーを開催して事業計画策定に向けて取り組み意欲の高く自立して

経営していこうとする小規模事業者を発掘して事業計画策定を支援するととも

に、事業計画の策定が必要な各種補助金の申請を活用して事業計画策定を支援す

る。 

5. 事業計画策定後の実施支援 

巡回訪問により定期的・計画的なフォローアップを実施するとともに、専門家に

よる高度で専門的なフォローアップを実施する。 

6. 新たな需要の開拓支援 



ふるさとしらこ祭りへの出展支援やＳＮＳ活用セミナーの開催によって、一般顧

客（ＢｔｏＣ）を対象とした販路開拓支援を実施する。 

連絡先 白子町商工会 

〒299-4212 千葉県 長生郡白子町 古所３３０２－９４  

TEL:0475-33-2517 FAX:0475-33-2518 

e-mail:post@shirako.or.jp 

白子町 商工観光課 

〒299-4292 千葉県 長生郡白子町 関５０７４－２  

TEL:0475-33-2117 FAX:0475-33-4132 

e-mail:syoukou@town.shirako.lg.jp 
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（別表１） 
 経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標  

 
１ 目標  
 
（１） 地域の現状と課題 

① 現状 
（ア）立地 

     本町は、千葉県のほぼ中央にある長  

生郡に属し、九十九里浜沿いに位置し

ている。東京都内から約７０㎞圏にあ

り、県庁所在地である千葉市からは約

３０㎞の距離にある。西部は茂原市、東

部は九十九里浜、南部は長生村、北部は

大網白里市に接しており、東西５.７

㎞、南北６.３㎞で、ほぼ正方形に近い

形となっている。面積は２７.５０ｋ㎡

でそのほとんどが平坦地で、温暖な気

候と豊かな自然に恵まれた田園地帯と

なっているが、東部の九十九里浜は白

砂青松の景観を有する砂浜と松林がつ

づき、雄大な太平洋を臨んでいる。白子町商工会では、この白子町全域を管轄

している。 
 

（イ）交通 
   町内には鉄道が開通して

いなく、最寄り駅はＪＲ東

日本外房線の大網駅と茂原

駅となっており、本町中心

部から両駅までは所要時間

約３０分の路線バスで結ば

れている。県都千葉市まで

は、電車では大網駅から約

２５分（茂原駅から約４０

分）、自動車では県道茂原白

子線、千葉外房有料道路を

経由して約４０分、高速バ

スでは約６０分で結ばれており、千葉市への交通の利便性は比較的高い位置に

ある。また、東京までは、電車では茂原駅から特急電車を利用して約６０分（大

網駅から約５０分）、高速バスでは白子車庫から約９０分、自動車では京葉道路

または首都高速湾岸線を経由して約８０分で結ばれている。更に、首都圏中央

連絡自動車道（圏央道）の開通により、東京湾アクアラインへのアクセスも向

上するなど、京浜地域への交通の利便性も向上している。 

白
子
町 



2 

 

     その他には、主要な道路として町内を東西に横断する県道３１号線（茂原白

子線）と、九十九里有料道路と平行に走る県道３０号線（飯岡一宮線）が走っ

ている。 
 

（ウ）人口と世帯数の推移 

     本町の総人口は平成２５年４月の１２,２９４人から令和４年４月現在では

１０,８１５人となっており、減少傾向となっている。一方で、世帯数は平成

２５年４月には４,８３９世帯であったが、令和４年４月には４,９５３世帯へ

と増加傾向となっている。さらに、総人口に占める６５歳以上の高齢化率を見

てみると、平成２５年４月の３２.５％から令和４年４月には４１．３％まで

上昇しているなど、多くの他市町村と同様に本町においても核家族化や少子高

齢化が進行していることがうかがえる。 

 

 

 

 

        
 

（出典：白子町ホームページ） 

 

 
  （エ）商工業者数及び小規模事業者数の推移 
     平成２５年と令和３年の商工業者数を比較すると、減少幅は少ないものの全

ての業種において減少傾向（建設業は横ばい）となっている。 

     また、小規模事業者数も商工業者数と同様に減少傾向となっている。 

 

業 種 Ｈ２５ Ｈ３０ Ｒ３ 

 建設業 ７９ ８３ ７８ 

 製造業 ４０ ４０ ３３ 

 卸売業 １１ １１ ８ 

 小売業 ７６ ７２ ６７ 

 飲食・宿泊業 ８９ ８９ ７８ 

 サービス業 ４４ ４５ ４０ 

その他 ２３ １９ １６ 

商工業者数合計 ３６２ ３５９ ３２０ 

うち小規模事業者数 ３５０ ３４７ ３１８ 

                 （出典：商工会実態調査） 

 

 H25.4.1 H29.4.1 R4.4.1 

人  口(人) １２,２９４ １１,５８３ １０,８１５ 

世 帯 数(戸) ４,８３９ ４,８９４ ４,９５３ 

65 歳以上(人) ３,９９６ ４,３４７ ４,４７２ 

高齢化率(％) ３２.５ ３７.５ ４１．３ 
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  （オ）産業（商工業者）の構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（出典：商工会実態調査） 

 
第三次産業である飲食・宿泊業、卸・小売業及びサービス業が全体の６１％

と３分の２を占めており、第二次産業である建設業と製造業が３４％とこれに

続いている。このことから、第三次産業が中心ではあるものの、第二次産業も

地域で一定の役割を担っていることがうかがえる。 
 
  （カ）商圏 
     平成３０年の千葉県消費者購買動向調査（商圏設定の基準は「衣料品」）によ

ると、本町は茂原商圏（第１次商圏）と千葉商圏（第２次商圏）に属している。

本町から茂原商圏へは６４.９％の消費が流出しており、その他の品目では「食

料品」では５９.８％、「飲食」では８４.２％、「贈答品」では４１.７％の消費が

茂原商圏へ流出している。また、本町から千葉商圏へは１１.６％の消費が流出

しており、その他の品目では「贈答品」での消費流出が顕著で、２３.５％の消

費が千葉商圏へ流出している。 
このように、本町から茂原商圏と千葉商圏への消費流出は合計で７６.５％に

達しており、４分の３以上の消費が町外へ流出しているなど、両商圏への消費

流出と人口減少による需要の縮小が重なり、今後も本町の商圏規模は縮小する

と予想されている。 
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（出典：千葉県消費者購買動向調査） 
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  （キ）業種別の景況感 
経営指導員の窓口指導や巡回訪問等での聞き取りによる業種別の景況感は次

のとおりである。 

卸・小売業 

町外の大型チェーン小売店の吸引力が強く、また、

自動車で１０分程度で行けることから、町民の多くは

町外で最寄品、買回品を購買する傾向にあり、町内小

売業の置かれた環境は厳しく、景況感は全体的に悪

い。 

サービス業 

宿泊業は、新型コロナウィルス感染症による影響が

大きく、売上の中心である学生のスポーツ合宿等の団

体客が激減しており、景況感は最悪の状況にある。同

様に、飲食業もコロナの影響による観光客の減少を受

けて景況感は悪い。 

生活関連サービス業では特にクリーニング業の景

況感が悪く、宿泊施設からのクリーニングの発注が大

きく減少した状況にある。 

また、理美容業では人口減少、新型コロナウィルス

感染症等の影響により売上が伸び悩んでおり、厳しい

景況感にある。 

建設業 

建築業は建築資材価格の高騰、ハウスメーカーとの

競合、外注先の確保難、物件の受注価格の低減などに

より、厳しい環境に置かれている。 

土木工事業は道路の補修工事、海岸の護岸工事、学

校の改修工事等の公共工事を中心に受注しているが、

人件費の上昇や資材価格の高騰により収益が低減す

る傾向にある。 

製造業 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う直接的な

受注量の減少などはないが、物流の混乱による原材料

不足、価格の高騰や人件費の上昇などがボトルネック

になっており、売り上げが伸び悩んでいる。 
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（ク）特産品 

たまねぎが代表的な特産品である。ミネ

ラル分を多く含む砂地で栽培されているた

め、肉厚でみずみずしく、甘みがあり、ま

た辛みが少ないことが魅力となっている。

たまねぎ刈りを体験できる農園が町内各所

に点在しており、ゴールデンウィークに旬

を迎えることから、シーズンには多くの観

光客でにぎわう。 
 
 

（ケ）観光 
     本町には、全国でも珍しいヨウ素

を含む天然温泉が湧いている。美

肌、保湿効果や疲労回復、関節痛や

皮膚病に効果があるとされており、

薄い黄色の湯は「黄金の湯」と称さ

れ、多くの観光客から支持されてい

る。また、美しい海岸線を望めるこ

とから「癒しの地」としても多くの

観光客から注目されている。 
ほかにも、町内にはテニスコート

が 約３００面あり、テニスサーク

ルなどの学生団体を中心に、各種スポーツ団体が合宿地として本町を選んでい

る。 
 

（コ）白子町第５次総合計画 
     本町では、「笑顔 元気 ずっと暮らしたい町 しらこ」をテーマとした令和９

年度（２０２７年度）を目標年次とする新たなまちづくりの方向を示す「白子

町第５次総合計画」を平成３０年３月に策定している。 
本計画は、基本構想と基本計画で構成されており、基本構想では将来におけ

る白子町の望ましい姿を想定し、それに至るまでの施策の大綱を明らかにする

もので、平成３０年度（２０１８年度）を初年度とし、令和９年度（２０２７

年度）を目標とする１０か年の長期構想となっている。 

基本計画では基本構想に描かれた将来像及び施策の大綱を実現するために、

必要な課題や施策を体系的に明示するもので、計画期間は令和９年度（２０２

７年度）を最終年度とし、１０年後に到達すべき目標を定めた上で、平成３０

年度（２０１８年度）から令和４年度（２０２２年度）までの５年間に実施す

べき取組などを前期基本計画としている。また、それまでの進捗状況や社会情

勢の変化に応じて見直しを行い、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度

（２０２７年度）までの５年間を後期基本計画としている。 

産業・経済分野では、基本構想として「にぎわいと活力にみちた魅力あふれ

るまちづくり」をサブテーマとして掲げ、「商業・工業の振興」や「観光の振興」

を施策の大綱としている。 

特産のタマネギ 

 テニス大会 
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また、これらの実現に向けて前期基本計画では「購買ニーズの変化に対応し

た商業振興」や「起業・創業の支援」、「既存観光資源の有効利用」等を具体的

な施策としている。 
     なお、基本構想、施策の大綱及び前期基本計画の詳細は次のとおりである。 

 

基本構想 

産業・経済分野「にぎわいと活力にみちた魅力あふれるまちづくり」 

〇白子町の特徴を生かした豊かで住みやすいまちづくりを推進するために、地

域資源の特徴や個性を発見し、活用をするとともに地場産業を元気にします。 

 

施策の大綱 

○商業・工業の振興 

町内の商業振興を図るために、消費者の購買指向を把握し、各商店の経営改

善と魅力ある商業地づくりを進めます。また、町の道路体系や計画的土地利

用方針にあわせ、町の核となる商業機能形成を進めます。一方、観光客のみ

やげ品などの購買ニーズやレストランなど飲食ニーズに対応するため、商業

振興のあり方を検討し、特産品やみやげ品の開発を進めます。 商工業振興の

基本は商工業者の自助努力が基本であり、白子町商工会や町内商工業者の活

動の活性化を促すとともに、新たな起業者の育成、支援や企業誘致などの可

能性を追求します。 

○観光の振興 

町をとりまく観光地及び観光産業の競争が激しく、町内個々の観光事業者の

事業展開の成果を把握するとともに、町民と行政により白子町としての総合

的な振興の方針検討と体制づくり（町の観光ＰＲなど）を進めます。 観光の

季節集中を改善するために、町の自然資源や各種の町内資源を見つめ直すこ

とによって、観光の通年化を支える新たな観光資源を発掘します。その際に

は、町民と行政により観光資源の育成方向を検討し、振興を図ります。 観光

資源としてのテニスなどのスポーツや、南白亀川や九十九里浜などの自然資

源を活用した総合的な環境（施設）を整えるために、既存の公的観光施設，

民間 観光施設の体系的な整備や活用の方策を検討するとともに、白子町観光

の核となる施設の整備を検討します。 町内の主要な道路では、豊かな風景や

景観形成に資する道路づくりを進めるとともに、統一的な観光案内施設やサ

イン（案内表示）を設置します。 一方、町内で行われている各種観光イベン

トを推進し、年間を通した体系的・ 統一的なイベントの開催を進めます。農

業と観光の連携を支援し、地域活性化を兼ねた観光客誘致を進めます。 

 

     前期基本計画 

    〇商業・工業の振興 

（１）商業・工業の振興 

①商店街の環境整備、②町内商工業への支援施策の充実 
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③購買ニーズの変化に対応した商業振興、④起業・創業の支援 

    〇観光の振興 

    （１）総合的な観光の推進体制づくり 

①総合的な観光の推進体制とその指針づくり 

②観光強化のためのプロモーション施策 

③観光交流促進とおもてなし環境整備 

④町民の観光に対する理解と意識の醸成 

（２）観光資源の育成強化 

①スポーツ施設の機能強化の推進・支援 

②町の特産品を活用した観光資源の育成 

③自然資源などの新たな観光資源の発掘と通年化の促進 

④既存観光資源の有効利用 

⑤公共施設の観光地としての活用整備 

（３）ソフト施策の充実 

①広域的な観光振興の推進と観光をとおした広域交流の促進 

②民間の観光事業、活動の育成支援 

③地域環境の整備と町民活動の推進 

 

② 課題 
（ア）小売業の課題 

隣接する茂原市にある大型チェーン店が価格、品ぞろえ共に町内の小売事業

者を圧倒しており、誘客に課題がある。また、大型店にできない少量での配達

や他店で取り扱いのない商品の販売など、きめ細かなサービスが必要であると

ともに、一部の小売事業者の高齢化も進んでおり、事業の存続も今後の課題と

なっている。 
 
 （イ） サービス業の課題 

宿泊業は、白子町の平坦な土地を活かしてテニスコートを整備した事業者が

多く、それを活かした学生のスポーツ合宿等の団体客を取り込んできたが、新

型コロナウィルス感染症の影響で非常に厳しい状況にある。そのため、アフタ

ーコロナ、ウイズコロナを見据えた消費者ニーズへの的確なサービスプランの

開発などが課題となっている。 
飲食業は顧客の多くが観光客であり、観光の動向に左右される構造となって

いる。そのため、地元町民利用の促進やそのための情報発信が課題となってい

る。 
同じように、クリーニング店は、ホテル・旅館が多いため法人と大口契約を

結んでいる事業者が多いため、観光の動向に左右される構造になっており、観

光に依存しない他の業種や一般顧客への販路開拓が課題となっている。 
最後に、理美容業は、地域の人口が減少しつつあるなかで、顧客の継続確保

や新規顧客の獲得が課題になっている。 
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（ウ）建設業の課題 
     建築業では建築資材や人件費の高騰に伴う収益の減少や大手ハウスメーカー

等との競合といった問題を抱えており、これらに影響されない経営体質への転

換に向けて競争力強化や経営基盤強化等への取り組みが課題となっている。加

えて、経営者の高齢化や後継者難による廃業の回避に向けて事業承継への取り

組みも課題となっている。 
     土木工事業は、公共工事に依存しており販路が限定されたものになっている。

また、人件費の上昇や資材価格の高騰により収益性が低くなる傾向にある。安定

した受注、収益確保のために、一般工事の受注など販路開拓や生産性向上が課題

となっている。 
 
   （エ）製造業の課題 

      限定的な取引先からの脱却に向けて商品開発力や企画力の向上などによる新

たな販路の開拓が課題となっている。また、円滑な事業承継や人材の確保・育

成、生産性向上への取り組みなども課題となっている。特に、生産性の向上につ

いては、限られた経営資源の効率的な活用や技術革新への対応、先端技術・設備

の導入などが課題となっている。 
 
 
（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
  ① １０年程度の期間を見据えて 
    人口減少等の社会的な構造変化やコロナ禍による外出自粛の影響に伴う消費の

低迷、地域外への消費流出、さらにはデジタル化の進展や経営者の高齢化・後継

者難に伴う事業承継問題など、当地域の経済・社会を支えている小規模事業者を

取り巻く経営環境は外部環境・内部環境ともに厳しさを増している。 
これらの厳しい経営環境に的確に対応すべく、当地域における小規模事業者の

向こう１０年程度の期間を見据えた長期的な振興を図るには、以下の取り組みを

小規模事業者が自ら行うことが必要となっており、これらを振興の方向性とする。 
 

（ア）内部環境（強みや弱み）・外部環境（機会・脅威）等の経営環境と消費者ニ

ーズ等の需要動向を踏まえた事業計画の策定・推進による小規模事業者の経営

力強化への取り組み 
（イ）従来からの限定的なマーケットからの脱却に向けてデジタルを活用した情報

発信によって新たな需要を見出す小規模事業者の販路開拓への取り組み 
（ウ）観光資源・地域資源を活用した小規模事業者の商品・サービス開発による消

費拡大に向けての取り組み 
 
  ② 白子町第５次総合計画との連動性・整合性 
    平成３０年３月に策定された白子町第５次総合計画では、産業・経済分野の前

期基本計画において「商業・工業の振興」や「観光の振興」を施策の大綱として

おり、「商業・工業の振興」に関する具体的な施策として「購買ニーズの変化に対

応した商業振興」や「起業・創業の支援」等を策定している。また「観光の振興」

に関する具体的な施策として「既存観光資源の有効利用」等を策定している。 
    当商工会としても小規模事業者の長期的な振興の方向性（前記（２）の①）に
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おいて「需要動向を踏まえた事業計画の策定・推進による競争力強化」や「観光

資源・地域資源の活用による商品・サービス開発による消費拡大」等を掲げてお

り、白子町第５次総合計画との連動性・整合性は図られている。 
 
  ③ 商工会としての役割 
    当商工会では、小規模事業者の経営基盤の強化等に向けて金融、税務及び労働

等の基礎的な経営改善普及事業を中心に取り組んできたが、「小規模事業者の長期

的な振興の方向性」（前記（２）の①（ア）～（ウ））で掲げた振興策を具体化す

るとともに、「白子町第５次総合計画との連動性・整合性」（前記（２）の②）を

図るには、経営発達支援事業を中心とした事業への取り組みが必要となっている。 
このようなことから、当商工会では従来から小規模事業者に対して取り組んで

きた金融、税務及び労働等の基礎的な経営改善普及事業に加えて、今後は消費者

ニーズ等の需要動向などを踏まえた事業計画策定支援や新たな需要の開拓に向け

た支援（販路開拓支援）等の経営発達支援事業を関係支援機関等と連携して実施

することが重要な役割となっている。 
 
（３）経営発達支援事業の目標 
   上記（１）及び（２）を踏まえ、小規模事業者に対する伴走型支援によって競争

力の強化と情報発信や観光資源等を活用して新たな需要の開拓などに取り組み、こ

れらを通じて地域経済や雇用を支えるうえで重要な役割を担っている小規模事業者

の持続的な発展を図ることを目的に、以下の①から③を目標として掲げ、事業計画

策定支援等の経営発達支援事業を実施する。 
 
 
  ① 対話と傾聴を通じて小規模事業者の課題を設定し、事業計画策定支援等を通じ

て課題を自立的に解決することによる経営力強化 
  ② 情報発信支援等による新たな需要の開拓 
  ③ 観光資源・地域資源を活用した小規模事業者の持続的発展による地域経済の活

性化と雇用の確保 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
 
２ 経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 
（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 
 
（２）目標の達成に向けた方針 
 

① 対話と傾聴を通じて小規模事業者の課題を設定し、事業計画策定支援等を通じ

て課題を自立的に解決することによる経営力強化 
地域経済動向調査や需要動向調査を行い、これらによって得られた情報（地域

事情、業界動向、市場規模及び消費者ニーズ等）を活用し、経営分析から小規模

事業者が自ら導き出した経営課題等を踏まえつつ、経営力強化を目標とした小規

模事業者の事業計画策定を伴走型によって支援する。また、事業計画策定後は経

営指導員が定期的に巡回訪問してＰＤＣＡサイクルへの取り組み状況や進捗状

況等の確認、細かな修正等のフォローアップを行って、事業者が当事者意識をも

って本質的課題を認識、納得したうえで、伴走して支援していく。そして、経営

指導員では対応が困難な高度な経営課題や事業計画の変更等が生じた場合には、

それらの解決に向けて専門家や関係支援機関と経営指導員が連携してフォロー

アップを行い、これらの一貫した支援を通じて小規模事業者の自立的な経営力強

化を図る。 
 

② 情報発信支援等による新たな需要の開拓 
商品やサービスの開発等に取り組む小規模事業者を対象に、ＩＴツール（ＳＮ

Ｓ等）を活用した販路開拓等のＤＸに向けた取り組みを支援する。また、各種イ

ベントや展示会等への出展を支援するとともに、マーケットインの考え方に基づ

く来場者（消費者）へのアンケートの実施・分析による需要動向の把握等の支援、

さらには統計データ等の収集・分析によって得られた情報の提供など、これらの

販路開拓支援を通じて新たな需要の開拓を図る。 
 
  ③ 観光資源・地域資源を活用した小規模事業者の持続的発展よる地域経済の活性

化と雇用の確保 
本町は全国でも珍しいヨウ素を含む天然温泉や学生のサークルを中心とした

各種スポーツ団体の合宿地として有名であり、他の市町村にはない観光資源を有

している。小規模事業者が自らの商品やサービス等の情報発信に加えて、これら

の観光資源を効果的に情報発信して交流人口の拡大を図るため、「ＳＮＳ活用セ

ミナー」等のＤＸに向けた取り組みを推進し、拡大した交流人口によってもたら

される新たな需要を売上増加につなげて小規模事業者を振興させ、地域経済の活

性化と雇用の確保につなげる。 
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Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 

３ 地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

① 現状 

千葉県商工会連合会が四半期ごとに実施している中小企業景況調査事業の調

査結果などの経済動向情報を経営指導員が中心となって分析し、必要に応じて小

規模事業者へ情報提供している。 

 

② 課題 

地域経済動向の収集に取り組んでいるが、専門的な分析をするまでには至って

いない。また、収集した情報の提供先・用途が限定的となっている。更に、地域

の小規模事業者への情報提供方法も課題となっている。 

 

（２）目 標 

内 容 
公表 
方法 

現行 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

① ＲＥＳＡＳ 
分析結果公表回数 

ＨＰ 
掲載他 

― １ １ １ １ １ 

② 地域経済動向調査 
分析結果公表回数 

ＨＰ 
掲載他 

― 1 1 1 1 1 

 

（３）事業内容 

① 地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」活用による地域経済動向調査の実施 
白子町の産業と経済の現状や人の動き等を詳細に把握するために、地域経済分

析システム「ＲＥＳＡＳ」を活用して地域経済動向の調査・分析を行い、年１回

ホームページに掲載して公表する。 
 

（ア）調査項目 
ａ 産業構造マップ（地域産業の現状等に関する調査） 
ｂ まちづくりマップ（人の動き等に関する調査） 

（イ）調査手法 
経営指導員が地域経済分析シシステム「ＲＥＳＡＳ」を活用して情報を収

集する。 
（ウ）分析方法 

経営指導員が商売繁盛相談窓口事業により千葉県商工会連合会から月１回

派遣される専門家（中小企業診断士等）と連携して分析する。 
 

② 統計データの活用による地域消費動向調査の実施 
当地域の消費動向を詳細に把握するため、消費関係の統計データ等を活用して消

費動向の調査・分析を行い、年１回公表する。 
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（ア）調査項目 
世帯当たりの消費動向、世帯当たりの年間支出額等 

（イ）調査手法 
経営指導員が消費関係の統計データ等を活用して、情報を収集する。 

（ウ）分析方法 
経営指導員が商売繁盛相談窓口事業により、月１回派遣される専門家（中

小企業診断士等）と連携して分析する。 
 
（４）活用方法 

収集・分析した結果の要旨を、商工会のホームページや商工会報等で広く小規模

事業者等へ提供する。また、分析結果を事業計画策定等の伴走型支援や経営指導員

等による巡回・窓口相談指導の参考資料として活用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ４ 需要動向調査に関すること 
 
（１）現状と課題 
  ① 現状 

小規模事業者持続化補助金等の各種補助金申請支援時に、インターネットの情

報サイト等を活用して商品や地域内外等の需要動向調査を行い、これらによって

得られた情報を小規模事業者へ提供している。 
 
  ② 課題 
    新商品の開発や販路開拓・拡大に取り組んでいる小規模事業者への業界動向や

市場動向等の情報提供が不十分であり、課題となっている。また、消費者の意見

を踏まえたマーケットインの考え方に基づく情報提供も課題となっている。 
 
（２）目標 

内  容 現行 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

①新商品開発 

アンケート対象事業者数 
― １ １ １ １ １ 

②市場動向等に関する情報提供 

対象事業者数 
― １６ １６ １６ １６ １６ 

 
 

商売繁盛相談窓口事業とは 

 千葉県商工会連合会が県内商工会のマンパワー不足を補うことを

目的に、千葉県の補助事業を活用して県内４０商工会に毎月１回、

専門家（中小企業診断士）を派遣し、小規模事業者等からの経営相

談（高度な経営相談が中心）に対応している事業である。 
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（３）事業内容 
① 消費者ニーズ調査 

    販路開拓や拡大に取り組む小規模事業者による地域資源である特産品（玉ね

ぎ、ヨウ素等）を活用した新商品開発を支援する。具体的には、「ふるさとしらこ

祭」などのイベント会場で、消費者を対象とした新商品への意見や感想、要望等

をアンケート形式のマーケティング調査を実施する。 
 

（ア）調査手法 
・情報収集 イベントへの来場者に対して経営指導員等が聞き取りによりアン

ケートを実施する。 
・情報分析 調査結果は、商売繁盛相談窓口事業により千葉県商工会連合会か

ら月１回派遣される専門家（中小企業診断士等）の助言を得て、

アンケートにより収集した情報を経営指導員が分析する。 
（イ）サンプル数  来場者３０人 
（ウ）調査項目 
   味、デザイン、商品名、容量やサイズ、価格、ネーミング等 

新商品への要望、サンプル品試食の感想・意見 
（エ）調査結果の活用 

調査結果は、当該小規模事業者へフィードバックするとともに、小規模事業

者への伴走型支援に活用する。 
 

② 市場動向等に関する情報提供 
  商品やサービスの開発等に取り組む小規模事業者や事業計画策定等に取り組

む小規模事業者が必要としている商品やサービスの需要動向について、各種統計

データ等を活用して調査し情報提供を行う。 
 

（ア）調査手法 
    ・情報収集 日経テレコンのＰＯＳデータ、家計調査年報、業種別審査事典及

び買物動向調査等の各種統計データ等を活用して必要な情報を

収集する。 
・情報分析 調査結果は、商売繁盛相談窓口事業により千葉県商工会連合会か

ら月１回派遣される専門家（中小企業診断士等）の助言を得て、

収集した情報を経営指導員が分析する。 
（イ）調査項目 

売れ筋情報（商品情報）、商品やサービスのトレンド、顧客ニーズ、市場規模、

業界動向、競合状況等 
（ウ）調査結果の活用 

     調査結果は、当該小規模事業者へフィードバックするとともに、小規模事業

者への伴走型支援に活用する。また、売れ筋情報や業界動向などについては商

工会のホームページや商工会報等で広く小規模事業者等へ提供する。 
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５ 経営状況の分析に関すること 
 
（１）現状と課題 
  ① 現状 
    千葉県商工会連合会が導入した千葉県内商工会の独自の経営分析ツールであ

る経営問診票を活用してＳＷＯＴ分析等による経営分析に取り組み、小規模事業

者の経営資源等の実態を明確にして経営課題や経営目標等を導き出している。経

営問診票を活用して令和元年度から令和３年度までの３年間で合計４５事業者

の経営分析を行った。 
② 課題 

    経営問診票による経営分析は、定性分析（非財務分析：ＳＷＯＴ分析）が中心

となってしまう傾向にあり、定量分析（財務分析）への取り組みが課題となって

いる。 
 
（２）目標 

 現行 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

経営分析事業者数 １１ １６ １６ １６ １６ １６ 

 
（３）事業内容 
  ① 経営分析を行う事業者の発掘 
    経営指導員による巡回・窓口相談や確定申告時期に開催する決算指導会などの

機会を捉えて「経営分析」の重要性を説明し、対象事業者を掘り起こして経営指

導員が小規模事業者とともに経営分析を実施する。 
  ② 経営分析の内容 
  （ア）対象者 

巡回・窓口指導等によって掘り起こした意欲的な小規模事業者、金融斡旋の

利用を検討している小規模事業者、事業計画の策定が必要な各種補助金等の申

請に取り組む小規模事業者及び記帳システム利用者等とする。 
（イ）分析項目 

     定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「非財務分析」の双方を行う。 
≪財務分析≫収益性、生産性、安全性および成長性の分析  
≪非財務分析≫対話と傾聴を通じて、小規模事業者の内部環境における強

み、弱み、小規模事業者を取り巻く外部環境の脅威、機会を

整理し（ＳＷＯＴ分析）、経営の本質的課題の把握に繋げる。 
  （ウ）分析手法 
     経営指導員が小規模事業者とともに、小規模事業者が自らの課題を認識する

手がかりとして、千葉県内商工会の独自の経営分析ツールである「経営問診票」

や経済産業省の「ローカルベンチマーク」、日本政策金融公庫「財務診断サービ

ス」、Ｊ－ＮＥＴ２１「経営自己診断システム」等、多様な支援ツールのなかか

ら当該小規模事業者に合ったものを選択し、経営分析を実施する。 
 
（４）活用方法 

① 当該小規模事業者へフィードバックし、事業計画策定や小規模事業者持続化補
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助金申請等に活用する。 
  ② データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用す

る。 
 
６ 事業計画策定支援に関すること 
 
（１）現状と課題 
  ① 現状 

これまでの事業計画策定支援は、小規模事業者の金融斡旋や小規模事業者持続

化補助金等の申請時に求められる支援が中心であり、事業計画の内容も経営課題

の解決に向けてというよりは、補助金申請等で決められている限定的な内容とな

っている。 
 ② 課題 

    補助金申請等に伴う限定的な事業計画策定支援から経営課題の解決や業績の

向上など、持続的発展に向けて経営基盤の強化や経営力の向上等が図られ、小規

模事業者の事業の持続的発展につながるような事業計画策定支援が課題となっ

ている。 
 
（２）支援に対する考え方 
   事業計画策定の前段階においてＤＸセミナーを開催して小規模事業者の経営力

の強化を図るとともに、経営分析を行った小規模事業者や経営力向上等に取り組む

小規模事業者に対しては、需要動向や経営分析の結果を踏まえるなどして需要を見

据えて、小規模事業者自らが事業計画を策定することを支援する。また、小規模事

業者持続化補助金等の申請や事業承継支援制度等を活用する小規模事業者で事業

計画の策定に前向きな者を選定して事業計画の策定を支援するとともに、事業計画

策定の内容が専門的で高度な場合には関係支援機関の専門家派遣制度を活用して

支援する。 

 

（３）目標 

内  容 現行 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

①ＤＸ推進セミナー 
開催回数 

― １ １ １ １ １ 

 ＤＸ推進セミナー 
 参加事業者数 

― １０ １０ １０ １０ １０ 

②事業計画策定事業者数 ９ １６ １６ １６ １６ １６ 

    ※目標数値の根拠 経営指導員１名×８件 
 
（４）事業内容 

① ＤＸ推進セミナーの開催 
    ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また実際にＤＸに向けた

ＩＴツールの導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進していくために、セミナー

を開催する。 
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  （ア）支援対象 
     経営分析を行った小規模事業者、経営力向上等に取り組む小規模事業者、各

種補助金の申請に取り組む小規模事業者及び事業承継に取り組む小規模事業

者 
  （イ）内  容 
     ・ＤＸ総論、ＤＸ関連技術(クラウドサービス、ＡＩ等)や具体的な活用事例 

・クラウド型顧客管理ツールの紹介 
・ＳＮＳを活用した情報発信方法 
・ＥＣサイトの利用方法等 

  （ウ）開催方法 
     ＩＴ専門家を招聘して開催する。 
  （エ）募集方法 

ホームページや商工会報への掲載、町広報への掲載、チラシの配布、巡回・

窓口指導時の受講勧奨による募集等 
 

② 事業計画策定支援 
  （ア）支援対象 

ａ ＤＸ推進セミナーを受講した小規模事業者の中で取り組み意欲の高い小

規模事業者 
ｂ 経営分析を行った小規模事業者、経営力向上等に取り組む小規模事業者、

各種補助金等の申請に取り組む小規模事業者及び事業承継に取り組む小規

模事業者の中で取り組み意欲の高い小規模事業者、 
ｃ 創業予定者 

 

  （イ）支援方法 
     

ａ 商売繁盛相談窓口事業の活用による事業計画策定支援 
千葉県商工会連合会から商工会へ月１回派遣される専門家（中小企業診断

士等）の相談窓口に経営指導員が同席し、専門家（中小企業診断士等）と経

営指導員が連携して、需要動向調査や経営分析をふまえながら、専門的で高

度な事業計画策定（ものづくり補助金や経営力向上計画等を活用）を支援す

る。 
    ｂ 小規模事業者持続化補助金申請の活用による事業計画策定支援 
      需要動向調査から得た業界の動向や市場規模、経営分析から得た小規模事

業者の財務状況や経営資源についての情報を、小規模事業者持続化補助金の

申請に活用し、経営指導員が販路開拓に向けての事業計画策定を支援する。 
    ｃ 事業承継支援の活用による事業計画策定支援 
      千葉県事業引継ぎ支援センター等と連携し、需要動向調査、経営分析をふ

まえて、経営指導員が事業承継計画策定を支援する。 
ｄ 金融斡旋の活用による事業計画策定支援 

小規模事業者経営改善資金（マル経資金）等を活用し経営指導員が円滑な

資金繰り等に向けての、需要動向調査や財務分析をふまえた事業計画策定を

支援する。 
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    ｅ 創業支援制度の活用による事業計画策定支援 
      創業予定者に対して創業支援制度等を活用する。また、創業する業界の需

要動向調査の結果をふまえて、商品情報、市場規模等に関する情報を提供し、

経営指導員が開業に向けての事業計画策定を支援する。 
 

７ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 
（１）現状と課題 

① 現状 
    事業計画策定後のフォローアップは不定期で巡回による支援回数も少なく、ま

たフォローアップの内容が金融支援（マル経斡旋）後の資金繰り計画の確認や小

規模事業者持続化補助金等の補助事業終了後の実績報告書類の作成支援などと

いった限定的で偏ったものとなっており、策定した事業計画に従った経営改善や

目標達成のための支援が不十分となっている。 
 
  ② 課題 

定期的な巡回訪問による事業計画の見直しや検証、新たな経営課題等の解決に

向けての提案など、策定した事業計画が着実に実行され、経営基盤強化や経営力

の向上等につながるようなきめ細かなフォローアップを行うことが課題となっ

ている。 
 
（２）支援に対する考え方 
   事業計画の実施段階においては、内発的動機づけを行って小規模事業者の潜在力

を引き出しながら、事業者が当事者意識をもって事業計画に従って自ら考えて経営

し、自走化できるよう、経営指導員による伴走支援により事業計画の進捗状況に応

じて見直しなどのフォローアップをきめ細かに実施する。その過程で顕在化した高

度な課題に対しては関係支援機関の専門家派遣制度を活用して専門的なフォロー

アップを実施することによって策定した事業計画の実現性を高める。 

 

（３）目標 

内  容 現行 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

①フォローアップ 
対象事業者数 ９ １６ １６ １６ １６ １６ 

フォローアップ頻度 
（延回数） １８ ３２ ３２ ３２ ３２ ３２ 

フォローアップによる 
売上増加事業者数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 

②専門家活用 
フォローアップ回数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 

     ※目標数値の根拠 
フォローアップ対象事業者数：事業計画策定事業者数 

      フォローアップ延回数：事業計画策定事業者数×２回（臨機応変に対応） 
売上増加事業者数：経営指導員２名×１事業者 
専門家フォロー回数：２事業者×１回 



19 

 

（４）事業内容 

 ① 巡回訪問による定期的・計画的なフォローアップ 
  （ア）支援対象 

事業計画を策定した小規模事業者 
  （イ）実施方法 
     経営指導員の定期的・計画的な巡回訪問によりフォローアップを実施する。

経営者 
  （ウ）進捗状況の遅れ等に関する対処方法 
     商売繁盛相談窓口事業で派遣される中小企業診断士等の専門家の指導・助言

に基づき今後の対応策を検討するとともに、フォローアップの頻度を上げて集

中的に支援する。 
 

② 専門家派遣制度を活用したフォローアップ 
（ア）支援対象 

経営指導員によるフォローアップにより、その過程で高度で専門的な課題等

が顕在化した小規模事業者 
  （イ）実施方法 

   千葉県商工会連合会等の専門家派遣制度を活用して専門家（中小企業診断士

等）と経営指導員が連携し、高度で専門的な課題等が顕在化した小規模事業者

に対して高度で専門的なフォローアップを実施する。 
 

８ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 
（１）現状と課題 
  ① 現状 

地域内イベント等への出展・出品支援や地域外で開催される物産展・商談会等

の情報提供を中心とした支援にとどまっている。また、ＩＴを活用した販路開拓

等のＤＸに向けた支援も十分ではないため、商圏が近隣の限られた範囲にとどま

っている。 

 

② 課題 

イベント等への出展者が一部の限定された小規模事業者に偏っている。また、

出展者への事前・事後のフォローも不十分なため、出展期間中の支援や出展後の

成果・検証等に関する支援が課題となっている。さらには、地域外への重要な情

報発信ツールであるＳＮＳ等のＩＴを活用したＤＸの推進による販路開拓支援

も課題となっている。 
 
（２）支援に対する考え方 
   地域内での新たな需要の開拓は人口減少等による市場の縮小から厳しい状況と

なっており限界があるため、新たな需要の開拓は地域外に向けての支援を中心とす

る。 
具体的には、商工会が自前で展示会等を開催するのが困難なため、首都圏で開催

される展示会等への出展や長生郡内等で開催される各種イベントへの出展を経営
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指導員等が事前支援や事後フォローなどを伴走型によってきめ細かに支援する。ま

た、ＤＸ推進による新たな需要の開拓に向けた取り組みとしてＳＮＳ等のＩＴ活用

による情報発信を支援する。 
 
（３）目標 
 

内  容 現行 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

① ふるさとしらこ祭出展事業者数 ― １ １ １ １ １ 

出展事業者売上高 ― 3 万円 3 万円 3 万円 ５万円 ５万円 

②ＳＮＳ活用セミナー開催回数 ― １ １ １ １ １ 

ＳＮＳ活用セミナー参加事業者数 ― １０ １０ １０ １０ １０ 

売上増加率 ― 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

 
（４）事業内容 

 

① 「ふるさとしらこ祭」への出展支援（ＢｔｏＣ） 
    新商品の開発等に取り組んでいる販路開拓に前向きな小規模事業者を本町内

で１１月開催される「ふるさとしらこ祭」への出展を促し、商品のＰＲ、知名度

の向上を図り、新たな需要の開拓を支援する。 
 

【参考】「ふるさとしらこ祭」は、町内の文化、産業、福祉の各団体が出展し、

各種文化・芸術作品の発表をはじめ、会場内の商工会コーナーは商

品の展示販売、ＰＲの場となっており、白子町民を中心に来場者の

多い行事である。 
    【来場者数】約３,０００名（令和元年度） 
    【出展社数】約３０社 

 
  （ア）出展前の支援 

ａ 小規模事業者に対して出展情報を提供 
ｂ 出展商品に関するアンケート項目の作成支援 

  （イ）出展期間中の支援 
経営指導員が同行し、アンケートの実施やブース設営等を支援する。 

  （ウ）出展後の支援 
 商売繁盛相談窓口事業により千葉県商工会連合会から派遣される専門家(中
小企業診断士等）と経営指導員が連携してアンケートの内容を分析し、その

結果を当該小規模事業者へフィードバックする。 
 

②ＳＮＳ活用セミナーの開催による販路開拓支援（ＢｔｏＣ） 

ＳＮＳ活用セミナーの開催によって小規模事業者の販路開拓を支援する。 
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  （ア）支援対象 

ＳＮＳを活用して販路開拓に取組もうとしている小規模事業者  

  （イ）カリキュラム 

     ツイッター、インスタグラム、ユーチューブ等による情報発信 

  （ウ）開催方法 

     ＩＴ専門家を招聘して開催 
  （エ）募集方法 

ホームページや商工会報への掲載、市広報への掲載、チラシの配布、巡回・

窓口指導時の受講勧奨による募集等 
  （オ）効  果 

ＳＮＳの活用により新たな顧客の獲得や既存顧客の囲い込みが期待できる。 

  （カ）受講後の支援 
     経営指導員は、セミナー受講者に対して宣伝効果を向上（フォロワー数の拡

大等）させるための支援を実施する。 
 
 
Ⅱ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 
 
 ９ 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
（１）現状と課題 

① 現状 
商工会内部で行われている監査会の結果を理事会や総会等で報告しているが、

外部の有識者を交えての検証や評価・見直しは行われていない。 
 
  ② 課題 
    商工会の内部関係者による事業の評価・見直しのため内容が十分ではなく、ま

た結果の公表も商工会の内部関係者に限られているため、外部の有識者等を加え

ての事業の評価・見直しによるＰＤＣＡサイクルを適切に回す仕組みや公表の仕

組みを構築することが課題となっている。 
 
（２）事業内容 
  ① 経営発達支援計画の実施にあたっては、法定経営指導員が経営発達支援計画の

実施に向けた支援・指導を行うとともに、経営発達支援計画の実施状況を定量的

に把握・管理する。 
 

② 外部有識者（中小企業診断士）、町役場担当課職員、商工会正副会長及び法定経

営指導員で構成する経営発達支援計画事業評価委員会を設置し、事業年度終了後

に年１回（６月頃）開催し、経営発達支援計画の実施状況や評価・見直しをする。 
     
  ③ 経営発達支援計画事業評価委員会での評価・検証結果は、理事会にフィードバ

ックした上で、事業実施方針等に反映させるとともに、ホームページや商工会報
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へ掲載（年１回）することで、地域の小規模事業者等が常時閲覧できる状態とす

る。 
 
 ④ ＰＤＣＡサイクルの具体的な仕組み 

    事業担当者が事業実施 

       ↓ 

    法定経営指導員を中心とした事務局による検討会を開催して実績値の内部評

価と事業内容や目標値等の改善を検討 

       ↓ 

    事務局による内部評価と改善案を経営発達支援事業評価委員会へ提出 

       ↓ 

    経営発達支援事業評価委員会で事務局による内部評価と改善案を検討 

       ↓ 

    経営発達支援事業評価委員会の評価と改善を踏まえて事業を実施 

 

 

１０ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
（１）現状と課題 

① 現状 
    千葉県商工会連合会の職員研修会や中小企業大学校東京校で開催される研修

会等への派遣を中心に職員の資質の向上等を図っている。特に、経営指導員につ

いてはこれらへの派遣だけではなく、千葉県商工会連合会から商売繁盛相談窓口

事業により月１回派遣される専門家（中小企業診断士等）によるＯＪＴによって

支援ノウハウや知識の習得を図っている。 
 

② 課題 
    職員個々による知識や情報、支援ノウハウの習得に留まっており、習得した知

識等を職員間で共有する体制の構築が課題となっている。また、職員個々の知識

や情報、支援ノウハウに差があり、支援能力の標準化も課題となっている。 
 
（２）事業内容 
  ① 研修会への派遣 
  （ア）経営支援能力向上のために 

小規模事業者の経営改善や課題解決に向けて基礎的な知識の習得による支

援能力の向上と組織全体としての支援能力の向上を図り、また、小規模事業者

とのコミュニケーション能力を高め、経営力再構築伴走支援の基本姿勢である

「対話と傾聴」の習得・向上を図るために、経営指導員、補助員（一般職員は

在籍していない）を千葉県商工会連合会が開催する基本能力研修会や業務分担

別研修会、専門スタッフ研修会、コミュニケーション能力研修会等に派遣する。 
  （イ）事業計画策定支援力、課題設定力向上のために 

課題設定や課題解決、事業計画策定、販路開拓支援等の経営発達支援事業の

実施に伴い必要となる専門的な知識と、実践的な支援ノウハウの習得による支

援能力の更なる向上に向けて、また、課題設定のためのポイントと手順を習得



23 

 

し、そこからの課題解決をスムーズに行うことを目的に、経営指導員を中小企

業大学校東京校が開催する課題別・専門研修に定期的に派遣する。 
  （ウ）ＤＸ推進とＩＴスキル向上のために 

経営指導員と補助員のＩＴスキルを向上させ、ニーズに合わせた相談・指導

を可能にするため、下記のようなＤＸ推進取組に係る相談・指導能力向上のた

めのセミナーについても積極的に参加する。  
特に、千葉県産業振興センター等が開催するＤＸ推進関連のセミナーへ経営

指導員や補助員を計画的に派遣する。  
＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組＞ 
・事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴ

ツール、テレワークの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 
・事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

ホームページ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト構築・運用

オンライン展示会、ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 
・その他取組 

オンライン経営指導の方法等 
 
  ② ＯＪＴの実施 
    千葉県商工会連合会の商売繁盛相談窓口事業により月１回派遣される専門家

（中小企業診断士等）の窓口相談や巡回相談に経営指導員が同席・同行し、専門

家（中小企業診断士等）から経営課題の解決等に向けた高度な支援ノウハウを習

得することにより支援能力の向上を図る。 
 
  ③ 職員間の定期ミーティングの開催 
    研修会等へ出席した職員が講師を務め、定期的にミーティング（月１回／月初）

を開催し、ＩＴ等の活用方法や経営支援に必要となる知識についての意見交換等

を行うことで、職員の支援能力の向上を図る。 
 
  ④ データベース化 
    経営指導員が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規

模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、経営指導員以

外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにするとともに、支援ノウハウ

を蓄積し組織内で共有することで支援能力の向上を図る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



24 

 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年１１月現在） 
（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町

村の経営発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共

同体制／経営指導員の関与体制等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

① 法定経営指導員の氏名、連絡先 

    氏 名：経営指導員  大久保 吉章 

    連絡先：白子町商工会 ＴＥＬ ０４７５－３３－２５１７ 

 

  ② 法定経営指導員による情報の提供及び助言 
    経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管

理、事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 
 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

① 商工会 

    〒２９９－４２１２ 

  千葉県長生郡白子町古所３３０２－９４ 

白子町商工会 

Tel０４７５－３３－２５１７ Fax０４７５－３３－２５１８ 

E-mail：post@shirako.or.jp 

 

② 関係市町村 

   〒２９９－４２９２ 

  千葉県長生郡白子町関５０７４－２ 

白子町 商工観光課 

Tel０４７５－３３－２１１７ Fax０４７５－３３－４１３２ 

E-mail：syoukou@town.shirako.lg.jp 

 

 

 

 

白子町商工会 
法定経営指導員 1 名 

白子町 商工観光課 

連携 
連絡調整 

白子町商工会 
 経営指導員  １名 
補助員    １名 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

                                （単位：千円） 

 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 

必要な資金の額 ５５０ ５５０ ５５０ ５５０ ５５０ 

  
消費者ニーズ調査 
アンケート・試食 

 
 
ＤＸセミナー開催費 
 講師謝金他 
 
 
ふるさとしらこ祭 
 出展関係費 
 
 
SNSセミナー開催費 
 講師謝金他 
 
 
評価委員会開催費 
 
 
大学校研修参加費 
 
 
ＤＸセミナー参加費 
 
 

 
 

３０ 
 
 
 

１００ 
 
 
 

２００ 
 
 
 

１００ 
 
 

５０ 
 
 

５０ 
 
 

２０ 

 
 

３０ 
 
 
 

１００ 
 
 
 

２００ 
 
 
 

１００ 
 
 

５０ 
 
 

５０ 
 
 

２０ 

 
 

３０ 
 
 
 

１００ 
 
 
 

２００ 
 
 
 

１００ 
 
 

５０ 
 
 

５０ 
 
 

２０ 

 
 

３０ 
 
 
 

１００ 
 
 
 

２００ 
 
 
 

１００ 
 
 

５０ 
 
 

５０ 
 
 

２０ 

 
 

３０ 
 
 
 

１００ 
 
 
 

２００ 
 
 
 

１００ 
 
 

５０ 
 
 

５０ 
 
 

２０ 

 （備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
 
 
 

調達方法 

国補助金、県補助金、町補助金、会費収入、手数料収入、受託料収入等 

 （備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を

連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容  

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 
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